


　　　　令和７年度倉浜衛生施設組合一般会計補正予算 （第３号）　

  令和７年度 倉浜衛生施設組合一般会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。

　 （歳入歳出予算の補正）

第1条   既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ  38,633千円 を追加し、歳入歳出予算の

２　 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の

　金額は、「第1表　歳入歳出予算補正」による。

　 （繰越明許費）

第２条   地方自治法（昭和22年法律第67号）第213条第1項の規定により、翌年度に繰り越して使用

　することができる経費は、「第2表　繰越明許費」による。

　 （地方債の補正）

第３条   地方債の変更は、「第３表　地方債補正」による。

　　　令和８年 ３月２７日提出

　管理者　花　城　大　輔

　総額を歳入歳出それぞれ  3,390,141 千円とする。

　倉浜衛生施設組合
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（　単位　：　千円　）

補 正 前 の 額 補　　正　　額 計

分担金及び負担金 1,786,481 0 1,786,481

1,786,481 0 1,786,481

257,590 14,495 272,085

257,578 14,495 272,073

12 0 12

1 0 1

1 0 1

3 3,482 3,485

3 3,482 3,485

233,871 △ 51,308 182,563

233,871 △ 51,308 182,563

154,807 0 154,807

154,807 0 154,807

342,955 78,364 421,319

1 1,036 1,037

342,954 77,328 420,282

575,800 △ 6,400 569,400

575,800 △ 6,400 569,400

繰越金6

繰入金5

財産収入

7 諸収入

　　３　雑入

　　２　預金利子

歳　 　　　　 入　　　　　  合　  　　　　計 3,351,508 38,633 3,390,141

8 組合債

　　１　組合債

　　１　繰越金

　　１　基金繰入金

　　２　使用料

　　１　負担金

　　１　財産運用収入

3 国庫支出金

　　１　手数料

1

　　１　国庫補助金

4

使用料及び手数料2

第  １  表　    歳  入  歳  出  予  算  補  正

   歳入

款 項

-　2　-



（　単位　：　千円　）

補　正　前　の　額 補　　正　　額 計

4,480 △ 180 4,300

4,480 △ 180 4,300

299,572 194,879 494,451

298,685 194,987 493,672

887 △ 108 779

2,940,108 △ 155,913 2,784,195

2,940,108 △ 155,913 2,784,195

77,348 △ 153 77,195

77,348 △ 153 77,195

30,000 0 30,000

30,000 0 30,000

歳　　　　　  出　　　　　  合　　　　　  計

　２　　総務費

3,351,508

　３　　衛生費

　４　　公債費

　　１　　清掃費

　５　　予備費

38,633 3,390,141

　　１　　公債費

　　１　　予備費

　　２　　監査委員費

　　１　　総務管理費

項

     歳出

款

　１　　議会費

　　１　　議会費
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（単位　：　千円）

款 項 事業名 金額

地域還元対応補助金 4,000

事業継続計画（BCP)策定業務委託 19,574

最終処分場浸出水処理施設基幹改良工事に係る施工
監理業務委託 17,580

最終処分場浸出水処理施設基幹改良工事 210,873

第 ２ 表 繰 越 明 許 費

２　総務費 １　総務管理費

３　衛生費 １　清掃費
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　　　変　　更 (単位：千円)

起債の目的 限度額 起債の方法 利率 償還の方法 限度額 起債の方法 利率 償還の方法

最終処分場浸出水処理
施設基幹改良工事 393,400 392,200

照明(LED化)改修工事 182,400 177,200

計 575,800 569,400

政府資金につ
いては、その
融資条件によ
り、銀行その
他の場合には
その債権者と
協定するもの
による。ただ
し、組合財政
の都合により
据置期間及
び償還期限を
短縮し、又は
繰上償還もし
くは低利に借
換えすること
ができる。

第　　　３　　　表　　　　地　　　方　　　債 　　　補　　　正 

証書借入又は
証券発行

年6.0％以内
（ただし、利率
見直し方式で
借り入れる政
府資金及び
地方公共団
体金融機構
資金につい
て、利率の見
直しを行った
後において
は、当該見直
し後の利率）

政府資金につ
いては、その
融資条件によ
り、銀行その
他の場合には
その債権者と
協定するもの
による。ただ
し、組合財政
の都合により
据置期間及
び償還期限を
短縮し、又は
繰上償還もし
くは低利に借
換えすること
ができる。

証書借入又は
証券発行

年6.0％以内
（ただし、利率
見直し方式で
借り入れる政
府資金及び
地方公共団
体金融機構
資金につい
て、利率の見
直しを行った
後において
は、当該見直
し後の利率）

補正前 補正後
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